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宮崎県福祉保健部長寿介護課

医療・介護連携推進室

宮崎県における
成年後見制度の概況について

令和４年１２月２１日
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延岡市日之影町
高千穂町

五ヶ瀬町

諸塚村

椎葉村

西米良村

えびの市 小林市

高原町

都城市

三股町
日南市

串間市

宮崎市

綾町 国富町

西都市

新富町
高鍋町
川南町
都農町

日向市

木城町

美郷町

門川町

面積 7,735㎢

市町村数
26市町村

(9市14町3村）

宮崎家庭裁判所（本庁・支部数） 本庁・３支部

総人口（R3.10.1時点推計）※1 1,069,576人

６５歳以上の高齢者数（R3.10.1時点推計）※1 348,873人

最
大
母
数

介護保険認定者数 ※2 60,329人

療育手帳の所持者数 ※2 12,056人

精神障害者保健福祉手帳の所持者数 ※2 8,967人

計 81,352人

有
効
母
数

認知症高齢者数 ※2 53,796人

療育手帳Ａ判定所持者数 ※2 4,591人

精神障害者保健福祉手帳１級所持者数 ※2 581人

計 58,968人
一部

想定数 日常生活自立支援事業の利用者数 ※2 1,741人

成年後見制度利用者数（R4.6.30時点） ※3 2,735人

後見受任可能な専門職等団体会員数（R4.4.1時点） ※4 306人

法人後見受任法人数（うち社協） ※3 19法人（9社協)

※1 宮崎県統計調査課「宮崎県の推計人口」
※2 厚生労働省成年後見制度利用促進室調査（R3.10.1時点について照会。市町村により時点が異なる場合がある。）
※3 宮崎家庭裁判所調べ
※4 宮崎県長寿介護課医療・介護連携推進室調べ（弁護士会、司法書士会、社会福祉士会、行政書士会、税理士会の会員総数）

本庁

延岡
支部

日南
支部

都城
支部

宮崎県の概要
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※1 宮崎地方家庭裁判所統計に基づく概数。今後の集計整理により、訂正が生じることがある。
※2 申立件数は、成年後見・保佐・補助開始及び任意後見監督選任事件の合計数
※3 申立件数は当該年の１月から１２月までに申立があった件数
※4 市町村長申立件数は、当該年の１月から１２月までの申立件数
※5 成年後見制度利用者数は、各年１２月末日現在

H27
(2015)

H28
(2016)

H29
(2017)

H30
(2018)

R1 
(2019)

R2 
(2020)

R3 
(2021)

申立件数（件） 314 365 407 416 410 424 437
市町村長申立 80 102 140 133 141 161 159
市町村長以外による申立 234 263 267 283 269 263 278

成年後見利用者数（人） 1,948 2,083 2,241 2,414 2,512 2,683 2,755
（前年比・増加率） 5.9% 6.9% 7.6% 7.7% 4.1% 6.9% 2.7%

申立件数、成年後見制度利用者数

80 102 140 133 141 161 159 
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親族後見人の割合

成年後見人と本人との関係

上昇（71％ → 82％）第三者後見人の割合

低下（29％ → 18％）

29.0% 22.5% 28.9%
17.5% 20.8% 15.3% 17.3% 14.4% 18.0%

64.6%
68.9%

63.2%
71.7% 62.6%

63.3% 64.6%
61.3%

63.6%

2.2% 5.9%
6.0%

7.5%
7.0%

6.7%
10.9%

8.1%

6.1% 6.4% 4.8% 9.1% 14.4% 11.4% 13.5% 10.3%

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

親族 専門職 社協 その他 ※宮崎家庭裁判所の統計を元に作成
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1～5人

6～10人

11～20人

21～30人

31人以上

専門職団体等の成年後見等受任可能会員数（R4.4.1時点）

専門職の地域偏在

5

弁護士会
司法

書士会
社会

福祉士会
行政

書士会
税理士会

精神保健
福祉士協会

計
R3.4.1比

増減

高千穂町 0 1 1 0 0 0 2 1
日之影町 0 0 0 0 0 0 0 0
五ヶ瀬町 0 0 0 0 0 0 0 0

7 7 23 6 0 0 43 1
2 0 7 0 0 0 9 0

門川町 0 0 7 0 0 0 7 0
諸塚村 0 0 0 0 0 0 0 0
椎葉村 0 0 0 0 0 0 0 0
美郷町 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 8 0 0 0 10 1
高鍋町 0 2 5 0 0 0 7 1
新富町 0 0 0 1 0 0 1 0
西米良村 0 0 0 0 0 0 0 0
木城町 0 0 1 0 0 0 1 0
川南町 0 2 0 0 0 0 2 ▲ 1
都農町 0 0 2 0 0 0 2 1

49 31 53 12 4 1 150 ▲ 11
国富町 0 1 3 0 0 0 4 1
綾　町 0 1 0 0 0 0 1 1

5 8 15 0 1 0 29 1
北諸県 三股町 0 0 2 0 0 0 2 0

1 5 9 1 1 0 17 2
0 1 1 0 0 0 2 0

西諸県 高原町 0 0 0 0 0 0 0 0
2 3 6 1 0 0 12 ▲ 1
0 1 3 0 0 0 4 0
0 0 1 0 0 0 1 1

67 64 147 21 6 1 306 ▲ 2

日南市

串間市

県外

計

児湯

宮崎市

東諸県

都城市

小林市

えびの市

西臼杵

延岡市

日向市

東臼杵

西都市



宮崎県内では平成
21年以降、19法人
（うち9法人が社会福
祉協議会）において、
法人後見を受任して
いる。14市町村で社
会福祉協議会による
法人後見への支援が
行われている。

※1  本統計は、宮崎家庭裁判所
による統計に基づく概数であり、
今後の集計整理により、訂正が
生じることがある。
※2 宮崎家庭裁判所のシステム
登録データ上では、平成21年から
法人の後見人が選任されている。
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法人後見実施法人（R4.6.30時点）

宮崎市社会福祉協議会 77 75 32 30

司法書士法人A 50 12 25 3

司法書士法人B 1 0 0 0

一般社団法人C 25 13 14 5

一般社団法人D 1 0 1 0

弁護士法人E 5 0 3 0

弁護士法人F 1 0 0 0

都城市社会福祉協議会 12 11 7 7

一般社団法人G 29 1 23 1

延岡市 一般社団法人H 62 16 55 12

小林市社会福祉協議会 55 26 40 17

一般社団法人I 66 17 50 15

日向市 日向市社会福祉協議会 25 24 20 20

西都市社会福祉協議会 22 14 14 9

合同会社J 5 2 4 2

高鍋町 高鍋町社会福祉協議会 7 2 7 2

門川町 門川町社会福祉協議会 5 4 4 3

美郷町 美郷町社会福祉協議会 16 7 12 6

日之影町 日之影町社会福祉協議会 5 3 2 2

469 227 313 134

件数
うち首長

申立

うちR4.6末係属分

西都市

合計

所在地 法人・団体名

宮崎市

都城市

小林市

うち首長
申立

件数

累計受任件数
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※R4年度 厚生労働省「成年後
見制度利用促進施策に係る取組
状況調査」を基に作成

市町村の
体制整備

○ 中核機関
２３市町村（88.5%）

○ 市町村計画
１９市町村（73.0%）

○ 協議会
１１市町村（42.3%）

(R4.10.1時点)

設置 年月日 形態 策定 年月日 設置 年月日

宮崎市 ○ R4.3.31 直営 R6年度 R4年度

都城市 ○ H31.3 直営 ○ H31.3 ○ H31

延岡市 ○ R1.10.1 広域委託 ○ R4.3.1 ○ R2

日南市 ○ R2.4.1 直営 ○ R2.4.1 ○ R2

小林市 ○ R3.9.21 広域委託 ○ R3.3.31 ○ R3

日向市 R4年度 直営 R5年度 R5年度

串間市 ○ R2.4.1 直営 ○ R3.3 ○ R2

西都市 ○ R4.4.1 直営 ○ R4.4.1 R6年度

えびの市 ○ R3.9.21 広域委託 ○ R3.3.31 ○ R3

三股町 ○ R4.3.31 直営 ○ R3.3 未定

高原町 ○ R3.9.21 広域委託 ○ R3.3.31 ○ R3

国富町 ○ R4.3.31 直営 ○ R2.3 ○ R3

綾町 ○ R4.3.31 直営
未定

（検討無し） 未定

高鍋町 ○ R3.4.1 広域委託 ○ R4.3 R5年度

新富町 ○ R3.4.1 広域委託 ○ R3.3 未定

西米良村 ○ R3.4.1 広域委託
未定

(検討中) R5年度

木城町 ○ R3.4.1 広域委託
未定

(検討中) 未定

川南町 ○ R3.4.1 広域委託 ○ R3.3 未定

都農町 ○ R3.4.1 広域委託 ○ R3.3 未定

門川町 R4年度 直営
未定

(検討中) 未定

諸塚村 ○ R4.4.1 直営 ○ R4.4.1 R4年度

椎葉村 ○ R4.8.1 直営 ○ R4.3 未定

美郷町 R4年度 直営 R4年度 未定

高千穂町 ○ R1.10.1 広域委託 ○ R4.3.1 ○ R2

日之影町 ○ R1.10.1 広域委託 ○ R4.3.1 ○ R2

五ヶ瀬町 ○ R1.10.1 広域委託 ○ R4.3.1 ○ R2

中核機関 市町村計画 協議会
市町村名
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単独で整備

広域で整備

都農町
木城町

延岡市日之影町

五ヶ瀬町

諸塚村

椎葉村

西米良村

えびの市
小林市

高原町

都城市

三股町

日南市

串間市

宮崎市

綾町 国富町

西都市

新富町

高鍋町

日向市
美郷町

門川町

川南町

高千穂町

○ 整備済み
２３市町村（88.5%）

○ 令和４年度中に整備
３市町村（11.5%）

令和４年度末には、
すべての市町村が
中核機関を設置

（令和４年９月１日時点）

中核機関の整備状況
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県内中核機関の機能一覧

※R4年度 厚生労働省「成年後見制度利用促進施策に係る取組状況調査」を基に作成

窓口での相談
対応

施設等への出
張相談

専門職による
相談会

ケース会議へ
の出席

支援の方針の
検討

適切な申立て
の調整

受任調整を含
むチーム体制
づくり

チーム開始の
支援

チームへの
バックアップ

後見人等、チー
ム関係者からの
相談対応

支援の見直し
に係る検討・
調整

宮崎市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

都城市 ○ ○

延岡市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

日南市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

小林市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

日向市

串間市 ○ ○ ○ ○ ○ ○

西都市 ○ ○ ○

えびの市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

三股町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

高原町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

国富町 ○

綾町 ○

高鍋町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

新富町 ○ ○ ○ ○ ○ ○

西米良村 ○ ○ ○

木城町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

川南町 ○ ○ ○

都農町 ○ ○ ○ ○

門川町

諸塚村 ○

椎葉村 ○

美郷町

高千穂町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

日之影町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

五ヶ瀬町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

権利擁護の相談支援 権利擁護支援チーム形成 権利擁護支援チームの自立支援

市町村名



平成30～令和2年度 令和3・4年度 令和5年度

県

県
社
協

市
町
村
等

法人後見支援員
（市民後見人）養成研修

法人後見支援員
フォローアップ研修

法人後見専門員
スキルアップ研修

法人後見専門員
育成研修

法人後見専門員
育成研修

【市町村支援】
法人後見専門員活動支援
法人後見支援員養成支援

法人後見支援員
フォローアップ研修

法人後見支援員
（市民後見人）養成研修

法人後見受任体制の基盤整
備（広域を含む）

地域連携ネットワークの
構築

担い手確保のための普及啓発

法人後見受任体制の基盤整備
（広域、社会福祉法人を含む）

地域連携ネットワークの
構築

統合

法人後見支援員
フォローアップ研修

法人後見専門員
育成研修

【市町村支援】
法人後見専門員活動支援
法人後見支援員養成支援

法人後見支援員
（市民後見人）養成研修

移行

地域連携ネットワークの
構築

担い手確保のための普及啓発

法人後見受任体制の基盤整備
（広域、社会福祉法人を含む）

市民後見人の
監督・活動支援

一部移行

受任体制整備を行う市町村支援 受任体制整備を行う市町村支援 受任体制整備を行う市町村支援
県

市民後見人の
監督・活動支援市民後見人活動調査研究

成年後見制度利用促進事業（R3～R5年度）
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法人後見支援員（市民後見人）養成研修（H28～）

① 概要
○ 市民後見に関心のある県民を対象に、国が示す市民後

見人カリキュラムを基本として、養成研修を開催し、
「法人後見支援員（市民後見人）」の育成を図る。

② 実施主体
○ 宮崎県社会福祉協議会（県委託）

11

③ 市町村への協力依頼
○ 説明会（会場確保、アンケート調査への協力）
○ 参加候補者の募集・面接・選考
○ 体験実習（訪問施設等の確保）
○ 修了者の登録
○ その他（参加者の旅費、テキスト代負担の検討等）



研修の実績

Ｈ28：20人

Ｈ29：19人

Ｈ30：41人

Ｒ01：12人

Ｒ02：16人

Ｒ03：17人

12

※県が事業を開始
する前に市町村
が独自に研修を
実施

法人後見支援員：33人

市 民 後 見 人 ： 4人

日 自 支 援 員 ： 36人

研修修了者数：207人

H25～26：82人

市町村：82人 県：125人

うち活動中：73人

養成してもすぐに活躍
する場所が少ないこと
が課題



「延岡
のべおか

・西臼杵
にしうすき

権利
け ん り

擁護
よ う ご

センター」 ってどんなところ？ 

成年後見制度の利用促進や権利擁護を支援する機関です。 

延岡・西臼杵権利擁護センターの主な業務 

 

「権利擁護支援」とは 

知的障がいや精神障がいなどで、

判断能力が低下した方の権利を守

り、住み慣れた地域で自分らしく生活

できるように支援することです。 

相談対応 

地域住民や関係機関から成年後見

制度などの権利擁護に関する相談

を受け、支援していきます。 

申立支援 

成年後見制度を利用するときの手続きのサ

ポートや、適した成年後見人等を探す支援

をしています。 

後見人等サポート 

親族の後見人を引き受けている方や、専門職後見人として初

めて活動する方などからの相談を受け、スムーズな後見活動

ができるよう支援しています。 

普及啓発・研修 

成年後見制度や権利擁護への理解や

利用の促進を目的とした講座や研修会

を開催します。 

地域連携ネットワーク運営 

権利擁護にかかわる、司法・介護・障がい・医療などの機関が連

携する体制づくりを進め、本人にとってのメリットが感じられる

権利擁護支援を目指します。 

じん犬くん 

当センターは、延岡市と高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町からの委託

を受けて活動しています。 

「権利擁護」に関することで困った時は、ご連絡ください！ 

【開所時間】8:30～17:15まで（土・日・祝日・年末年始は除く） 

電話番号：0982-20-4515 

延岡市 
日之影町 

高千穂町 

五ヶ瀬町 
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◎申立てマニュアル（延岡版・西臼杵版） 

延岡・西臼杵地域における中核機関の運営状況について 

 

 

 

    

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

１．相談対応（二次相談窓口） 

 区分 延岡 高千穂 日之影 五ヶ瀬 合計 備考 

相
談
対
応 

①一次相談機関からの相談件数 ４５ ５５ １０ １０ １２０ 延件数 

 市町（直営包括含む） １４ ３９ ８ １０ ７１  

 地域包括支援センター ２７ １２ ２ ０ ４１  

 基幹相談支援センター ４ ４ ０ ０ ８  

②一次相談機関以外からの相談件数 ６８ ３ １０ ７ ８８ 延件数 

 介護支援専門員 １１ ０ ０ ０ １１  

 相談支援専門員 １３ ０ ０ ０ １３  

 その他 ４４ ３ １０ ７ ６４  

③うち初回相談 ６８ ２４ ５ ４ １０１ 延件数 

④申立てサポート件数 １８ ３ ０ ０ ２１ 延件数 

 本人申立て ２ ０ ０ ０ ２  

 親族申立て ６ ０ ０ ０ ６  

 首長申立て １０ ３ ０ ０ １３  

⑤定期巡回（月１回） ８ ８ ８ ８ ３２ 
市町の中核機関 

担当者と協議など 

⑥ツールの作成 ・成年後見制度必要性の判断と相談窓口（生活関連事業所向け） 

２．申立て支援 

 区分 延岡 高千穂 日之影 五ヶ瀬 合計 備考 

申
立
支
援 

①書類作成ｱﾄﾞﾊﾞｲｽ ７ ０ １ ０ ８ 延件数 

 市町（首長） ０ ０ ０ ０ ０  

 首長以外 ７ ０ １ ０ ８  

②マッチング（受任調整会議件数） ２９ ３ ０ ０ ３２  

 辞任・選任の事案 ２ ０ ０ ０ ２  

 複数選任の事案 ２ ０ ０ ０ ２  

 その他の事案 ２５ ３ ０ ０ ２８  

③ツールの作成 ・申立てマニュアルの作成、周知（一次相談窓口向け） 

令和４年度（４月～１１月） 参考資料 

◎成年後見制度必要性の判断と相談窓口（延岡市・高千穂町・日之影町・五ヶ瀬町） 
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◎延岡・西臼杵地域における地域連携ネットワーク協議会の構造 

◎延岡・西臼杵地域における地域連携ネットワークのイメージ 

 

３．権利擁護支援のための地域連携ネットワーク運営 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 区分 延岡 高千穂 日之影 五ヶ瀬 合計 備考 

地
域
連
携
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク 

①地域連携ネットワーク協議会 

開催件数 

４ ２ １ ２ ９ 

 

②関係機関との意見交換・情報共有 

（地域の権利擁護支援の仕組みづくり等） 

２０ ０ ６ ０ ２６  

 家庭裁判所（月１回） ８ ０ ０ ０ ８ 

【参加者】 

・家庭裁判所の管理職 

（裁判官・調査官・書記官） 

・市町の中核機関担当者 

・中核機関職員 

 

【主な協議内容】 

・延岡、西臼杵地域の相談 

対応について 

・マッチングの拡充 

（後見人等候補者の選定 

イメージの共有など） 

・家庭裁判所と中核機関の 

情報共有について 

・市民後見人について 

・ツール等の監修など 

 専門職団体 ０ ０ ０ ０ ０  

 社会福祉協議会 ４ ０ ０ ０ ４ 

<延岡市> 

・行政（高齢・障がい）も 

一緒に意見交換（隔月） 

<西臼杵> 

・定期巡回に社会福祉協議 

会も参加（毎月） 

 その他 ８ ０ ６ ０ １４ 

<延岡市> 

・基幹相談支援センター 

（エリア別懇談会） 

・地域包括支援センター

（社会福祉部会） 

 

<日之影町> 

・地域ケア推進会議 

15



 

 

◎市民後見人養成研修修了後から後見活動までの流れ（イメージ図） 

◎後見事務に関する報告書（家庭裁判所延岡支部提出用対応版） 

４．普及啓発・研修 

 

 

 

 

 

 

市町 対象 内容 

延岡市 

地域住民 成年後見制度について 

地域住民 権利擁護ってなに？ 

介護・障がい・医療関係者 事例を活用した本人情報シートの書き方 

介護 認知症について 

介護・障がい 高齢者虐待について（講師：業務委託弁護士） 

障がい 成年後見制度の必要性について 

一次相談窓口等 申立てマニュアルを活用した研修会 

高千穂町 
民児協 成年後見制度について（年３回実施） 

地域住民 任意後見制度について（講師：公証人） 

日之影町 
民児協 成年後見制度について 

地域住民 任意後見制度について（講師：公証人） 

五ヶ瀬町 
介護施設 高齢者虐待について 

地域住民 遺言と相続について（講師：公証人） 

西臼杵３町 
障がい 障がい者の虐待について（講師：社会福祉士） 

行政、社協、ケアマネ、病院 本人情報シートの書き方研修会 

１市３町 
地域住民等 市民後見人養成研修（令和４年度～開催中） 

親族後見人・市民後見人 後見人のつどい 

宮崎県内 障害者支援施設職員 成年後見制度について（任意後見・法定後見） 

５．後見人等サポート 

 区分 延岡 高千穂 日之影 五ヶ瀬 合計 備考 

後
見
人
等
サ
ポ
ー
ト 

①後見人等からの相談件数（情報提供含む） ８２ ２ ３ ０ ８７ 延件数 

 弁護士 １ ０ ０ ０ １  

 司法書士 ６ １ ０ ０ ７  

 行政書士 ６ ０ ０ ０ ６  

 社会福祉士 ４９ １ ０ ０ ５０  

 法人後見実施法人 ３ ０ ３ ０ ６  

 市民後見人（法人後見支援員） ２ ０ ０ ０ ２  

 親族後見人 １３ ０ ０ ０ １３  

 未成年後見人 ２ ０ ０ ０ ２  

②ツールの作成 
・後見事務に関する報告書（家庭裁判所延岡支部提出用対応版） 

・市民後見人候補者活動のしおり（検討中） 

③家庭裁判所での「後見事務説明会」 

・親族後見人の受任事案（新規）が出た際に、家庭裁判所で開催される、 

「後見事務説明会」に参加し、延岡・西臼杵権利擁護センターの業務 

内容と親族後見人へのサポートについて説明及び意見交換会 

④チーム会議後のサポート状況 
・意思決定支援の課題、チーム作りの課題、法的課題、中核機関の課 

題について、家庭裁判所との意見交換で協議 
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目次 

第１章 総則（第１条―第10条） 

第２章 基本方針（第11条） 

第３章 成年後見制度利用促進基本計画（第12条） 

第４章 成年後見制度利用促進会議（第13条） 

第５章 地方公共団体の講ずる措置（第14条・第15条） 

附則 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この法律は、認知症、知的障害その他の精神上の障害があることにより財産の管理又は

日常生活等に支障がある者を社会全体で支え合うことが、高齢社会における喫緊の課題であり、

かつ、共生社会の実現に資すること及び成年後見制度がこれらの者を支える重要な手段である

にもかかわらず十分に利用されていないことに鑑み、成年後見制度の利用の促進について、そ

の基本理念を定め、国の責務等を明らかにし、及び基本方針その他の基本となる事項を定める

こと等により、成年後見制度の利用の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進することを

目的とする。 

（定義） 

第２条 この法律において「成年後見人等」とは、次に掲げる者をいう。 

(1) 成年後見人及び成年後見監督人 

(2) 保佐人及び保佐監督人 

(3) 補助人及び補助監督人 

(4) 任意後見人及び任意後見監督人 

２ この法律において「成年被後見人等」とは、次に掲げる者をいう。 

(1) 成年被後見人 

(2) 被保佐人 

(3) 被補助人 

(4) 任意後見契約に関する法律（平成11年法律第150号）第４条第１項の規定により任意後見監

督人が選任された後における任意後見契約の委任者 

３ この法律において「成年後見等実施機関」とは、自ら成年後見人等となり、又は成年後見人

等若しくはその候補者の育成及び支援等に関する活動を行う団体をいう。 

４ この法律において「成年後見関連事業者」とは、介護、医療又は金融に係る事業その他の成

年後見制度の利用に関連する事業を行う者をいう。 

 

（基本理念） 

第３条 成年後見制度の利用の促進は、成年被後見人等が、成年被後見人等でない者と等しく、

基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障さ

  
成年後見制度の利用の促進に関する法律
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れるべきこと、成年被後見人等の意思決定の支援が適切に行われるとともに、成年被後見人等

の自発的意思が尊重されるべきこと及び成年被後見人等の財産の管理のみならず身上の保護

が適切に行われるべきこと等の成年後見制度の理念を踏まえて行われるものとする。 

２ 成年後見制度の利用の促進は、成年後見制度の利用に係る需要を適切に把握すること、市民

の中から成年後見人等の候補者を育成しその活用を図ることを通じて成年後見人等となる人

材を十分に確保すること等により、地域における需要に的確に対応することを旨として行われ

るものとする。 

３ 成年後見制度の利用の促進は、家庭裁判所、関係行政機関（法務省、厚生労働省、総務省そ

の他の関係行政機関をいう。以下同じ。）、地方公共団体、民間の団体等の相互の協力及び適

切な役割分担の下に、成年後見制度を利用し又は利用しようとする者の権利利益を適切かつ確

実に保護するために必要な体制を整備することを旨として行われるものとする。 

（国の責務） 

第４条 国は、前条の基本理念（以下単に「基本理念」という。）にのっとり、成年後見制度の

利用の促進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

（地方公共団体の責務） 

第５条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、成年後見制度の利用の促進に関する施策に関し、

国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実

施する責務を有する。 

（関係者の努力） 

第６条 成年後見人等、成年後見等実施機関及び成年後見関連事業者は、基本理念にのっとり、

その業務を行うとともに、国又は地方公共団体が実施する成年後見制度の利用の促進に関する

施策に協力するよう努めるものとする。 

（国民の努力） 

第７条 国民は、成年後見制度の重要性に関する関心と理解を深めるとともに、基本理念にのっ

とり、国又は地方公共団体が実施する成年後見制度の利用の促進に関する施策に協力するよう

努めるものとする。 

（関係機関等の相互の連携） 

第８条 国及び地方公共団体並びに成年後見人等、成年後見等実施機関及び成年後見関連事業者

は、成年後見制度の利用の促進に関する施策の実施に当たっては、相互の緊密な連携の確保に

努めるものとする。 

２ 地方公共団体は、成年後見制度の利用の促進に関する施策の実施に当たっては、特に、その

地方公共団体の区域を管轄する家庭裁判所及び関係行政機関の地方支分部局並びにその地方

公共団体の区域に所在する成年後見人等、成年後見等実施機関及び成年後見関連事業者その他

の関係者との適切な連携を図るよう、留意するものとする。 

（法制上の措置等） 

第９条 政府は、第11条に定める基本方針に基づく施策を実施するため必要な法制上又は財政上
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の措置その他の措置を速やかに講じなければならない。この場合において、成年被後見人等の

権利の制限に係る関係法律の改正その他の同条に定める基本方針に基づく施策を実施するた

め必要な法制上の措置については、この法律の施行後三年以内を目途として講ずるものとする。 

（施策の実施の状況の公表） 

第10条 政府は、毎年一回、成年後見制度の利用の促進に関する施策の実施の状況をインターネ

ットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。 

第２章 基本方針 

第11条 成年後見制度の利用の促進に関する施策は、成年後見制度の利用者の権利利益の保護に

関する国際的動向を踏まえるとともに、高齢者、障害者等の福祉に関する施策との有機的な連

携を図りつつ、次に掲げる基本方針に基づき、推進されるものとする。 

(1) 成年後見制度を利用し又は利用しようとする者の能力に応じたきめ細かな対応を可能と

する観点から、成年後見制度のうち利用が少ない保佐及び補助の制度の利用を促進するため

の方策について検討を加え、必要な措置を講ずること。 

(2) 成年被後見人等の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されな

いよう、成年被後見人等の権利に係る制限が設けられている制度について検討を加え、必要

な見直しを行うこと。 

(3) 成年被後見人等であって医療、介護等を受けるに当たり意思を決定することが困難なもの

が円滑に必要な医療、介護等を受けられるようにするための支援の在り方について、成年後

見人等の事務の範囲を含め検討を加え、必要な措置を講ずること。 

(4) 成年被後見人等の死亡後における事務が適切に処理されるよう、成年後見人等の事務の 

範囲について検討を加え、必要な見直しを行うこと。 

(5) 成年後見制度を利用し又は利用しようとする者の自発的意思を尊重する観点から、任意後

見制度が積極的に活用されるよう、その利用状況を検証し、任意後見制度が適切にかつ安心

して利用されるために必要な制度の整備その他の必要な措置を講ずること。 

(6) 成年後見制度に関し国民の関心と理解を深めるとともに、成年後見制度がその利用を必要

とする者に十分に利用されるようにするため、国民に対する周知及び啓発のために必要な措

置を講ずること。 

(7) 成年後見制度の利用に係る地域住民の需要に的確に対応するため、地域における成年後見

制度の利用に係る需要の把握、地域住民に対する必要な情報の提供、相談の実施及び助言、

市町村長による後見開始、保佐開始又は補助開始の審判の請求の積極的な活用その他の必要

な措置を講ずること。 

(8) 地域において成年後見人等となる人材を確保するため、成年後見人等又はその候補者に対

する研修の機会の確保並びに必要な情報の提供、相談の実施及び助言、成年後見人等に対す

る報酬の支払の助成その他の成年後見人等又はその候補者に対する支援の充実を図るため

に必要な措置を講ずること。 

(9) 前２号の措置を有効かつ適切に実施するため、成年後見人等又はその候補者の育成及び支
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援等を行う成年後見等実施機関の育成、成年後見制度の利用において成年後見等実施機関が

積極的に活用されるための仕組みの整備その他の成年後見等実施機関の活動に対する支援

のために必要な措置を講ずること。 

(10) 成年後見人等の事務の監督並びに成年後見人等に対する相談の実施及び助言その他の支

援に係る機能を強化するため、家庭裁判所、関係行政機関及び地方公共団体における必要な

人的体制の整備その他の必要な措置を講ずること。 

(11) 家庭裁判所、関係行政機関及び地方公共団体並びに成年後見人等、成年後見等実施機関

及び成年後見関連事業者の相互の緊密な連携を確保するため、成年後見制度の利用に関する

指針の策定その他の必要な措置を講ずること。 

第３章 成年後見制度利用促進基本計画 

第12条 政府は、成年後見制度の利用の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、

成年後見制度の利用の促進に関する基本的な計画（以下「成年後見制度利用促進基本計画」と

いう。）を定めなければならない。 

２ 成年後見制度利用促進基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

(1) 成年後見制度の利用の促進に関する目標 

(2) 成年後見制度の利用の促進に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策 

(3) 前２号に掲げるもののほか、成年後見制度の利用の促進に関する施策を総合的かつ計画 

的に推進するために必要な事項 

３ 法務大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、成年後見制度利用促進基本計画を変更しようとす

るときは、成年後見制度利用促進基本計画の変更の案につき閣議の決定を求めなければならな

い。 

４ 法務大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅

滞なく、変更後の成年後見制度利用促進基本計画をインターネットの利用その他適切な方法に

より公表しなければならない。 

第４章 成年後見制度利用促進会議 

（設置及び所掌事務） 

第13条 政府は、関係行政機関相互の調整を行うことにより、成年後見制度の利用の促進に関す

る施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、成年後見制度利用促進会議を設けるものとする。 

２ 関係行政機関は、成年後見制度の利用の促進に関し専門的知識を有する者によって構成する

成年後見制度利用促進専門家会議を設け、前項の調整を行うに際しては、その意見を聴くもの

とする。 

３ 成年後見制度利用促進会議及び成年後見制度利用促進専門家会議の庶務は、厚生労働省にお

いて処理する。 

第５章 地方公共団体の講ずる措置 

（市町村の講ずる措置） 

第14条 市町村は、成年後見制度利用促進基本計画を勘案して、当該市町村の区域における成年
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後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画を定めるよう努めるとともに、成

年後見等実施機関の設立等に係る支援その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

２ 市町村は、当該市町村の区域における成年後見制度の利用の促進に関して、基本的な事項を

調査審議させる等のため、当該市町村の条例で定めるところにより、審議会その他の合議制の

機関を置くよう努めるものとする。 

（都道府県の講ずる措置） 

第15条 都道府県は、市町村が講ずる前条の措置を推進するため、各市町村の区域を超えた広域

的な見地から、成年後見人等となる人材の育成、必要な助言その他の援助を行うよう努めるも

のとする。 

附 則（抄） 

（施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から

施行する。ただし、附則第３条及び第５条の規定は、同日から起算して２年を超えない範囲内

において政令で定める日から施行する。 

（検討） 

第２条 認知症である高齢者、知的障害者その他医療、介護等を受けるに当たり意思を決定する

ことが困難な者が円滑に必要な医療、介護等を受けられるようにするための支援の在り方につ

いては、第11条第３号の規定による検討との整合性に十分に留意しつつ、今後検討が加えられ、

その結果に基づき所要の措置が講ぜられるものとする。 
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宮崎県成年後見制度普及検討連絡会議設置要綱

平 成 ２ ８ 年 ９ 月 １ 日

宮崎県福祉保健部長寿介護課

医 療 ・ 介 護 連 携 推 進 室

宮崎県福祉保健部障がい福祉課

（設置目的）

第１条 認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力が不十分な方々が、住み

慣れた地域で自立した日常生活を営むことができるよう、関係機関が連携し、成年後見

制度の利用普及などについて協議を行うため、宮崎県成年後見制度普及検討連絡会議（以

下、「連絡会議」という。）を設置する。

（協議事項）

第２条 連絡会議は、次に掲げる事項について協議を行う。

（１）成年後見制度の利用普及に関すること。

（２）成年後見制度に関わる関係機関・団体相互の連携及び情報交換に関すること。

（３）その他連絡会議が必要と認める事項。

（組織）

第３条 連絡会議は、会長及び委員をもって組織する。

２ 会長は、宮崎県福祉保健部次長（福祉担当）をもって充てる。

３ 委員は、別表１に掲げる関係機関及び団体等の推薦する者及び別表２に掲げる者をも

って充てる。

（委員の任期）

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とす

る。

２ 委員の再任は妨げない。

（会議）

第５条 連絡会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

２ 会長は、必要があると認めるときは、 会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴

取することができる。

（事務局）

第６条 連絡会議の事務局は、宮崎県福祉保健部長寿介護課医療・介護連携推進室及び障

がい福祉課の共管とし、主たる事務局については長寿介護課医療・介護連携推進室に置

く。

（補 則）

第７条 この要綱に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に

定める。
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附 則

この要綱は、平成２８年９月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成３０年９月１４日から施行する。

附 則

この要綱は、令和元年１２月２日から施行する。

附 則

この要綱は、令和４年３月１４日から施行する。

別表１

宮崎県弁護士会

宮崎県司法書士会

宮崎県行政書士会

宮崎県社会福祉士会

南九州税理士会宮崎県連合会

宮崎県民生委員児童委員協議会

宮崎県老人クラブ連合会

認知症の人と家族の会宮崎県支部

宮崎県地域包括・在宅介護支援センター協議会

宮崎県障がい者相談支援事業連絡協議会

宮崎県手をつなぐ育成会

宮崎県精神福祉連合会

宮崎県精神保健福祉士協会

宮崎県人権擁護委員連合会

宮崎産業経営大学

宮崎県社会福祉協議会

宮崎県市長会

宮崎県町村会

宮崎家庭裁判所

別表２

宮崎県福祉保健部福祉保健課長

宮崎県福祉保健部障がい福祉課長

宮崎県福祉保健部長寿介護課医療・介護連携推進室長
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